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【 庁 議 記 録 】

１ 日 時 令和５年９月 19 日（火）午前 10 時 59 分～午前 11 時 20 分

２ 場 所 市長公室

３ 出席者 市長 副市長 教育長 企画財政部長

総務部長 市民生活部長 福祉保健部長 子ども家庭部長

環境部長 都市建設部長 議会事務局長 教育部長

幹 事 政策室長

４ 欠席者

５ 会議結果

市 長 これより庁議を開催します。審議事項１「市内事業者優先発注に伴う臨時

的措置の継続について」の説明をお願いします。

部 長 市内事業者優先発注に伴う臨時的措置の継続については、令和４年９月か

ら原油価格、物価高騰等に伴う市内事業者支援の一環として、臨時的に市内

事業者への優先発注が可能な範囲を広げる措置を行っていました。社会経済

の状況を見ると、依然として原油価格、物価高騰等による市内経済への影響

も大きく、今後も不安定な状況が続くと見込まれます。また、実際に市内事

業者からも厳しい状況が続いているとの声も聞かれます。こうした状況を受

けて、現在、９月 30 日までとなっている臨時措置について当面の間、期限

を設けず継続したいと考えています。また、対象金額について、現在税込み

30 万円未満としているところ、税抜き 30万円未満に拡充したいと考えてい

ます。

なお、本措置の継続については、今後の物価動向、経済循環の状況等を踏

まえて、検討していきます。

市 長 対象金額について拡充するとのことですが、対象となる期間はいつからで

すか。

部 長 10月１日より対象とする予定です。

市 長 特に意見等なければ、案のとおり決定します。続いて、審議事項２「第３

次農業振興計画の改定（案）について」の説明をお願いします。

部 長 本件は、農業経営基盤強化促進法が一部改正されたことに伴い、狛江市第

３次農業振興計画において市の農業基本構想と位置付けている部分を主に

改定するものです。１ページから３ページまでは、大きな変更は加えていま

せんが、第１章で元号の修正と国の関連計画として「みどりの食料システム

法」を追記しました。41ページからが第３章農業基本構想となり、主な改定
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箇所です。43ページを御覧ください。（４）農用地の利用の集積目標に「そ

の他農業用地の効率的かつ総合的な利用に関する事項」を追加し、関係機関

及び関係団体の緊密な連携の下、担い手の状況に応じて、農地の保有及び利

用状況や、認定農業者等の農業者の意向を踏まえた効率的かつ安定的な農業

経営の実現を後押しするため、都市農地賃借円滑化法に基づく農地貸借の促

進等の取組を進めて行くことを追記しました。44ページ（７）②新たに農業

経営を営もうとする青年等の確保に向けた狛江市の取組みにある都の「就農

相談機関」の名称を、「農業経営・就農支援センター」に改めました。46ペ

ージを御覧ください。（９）農業を担う者の確保及び育成に関する事項を新

たに追記しました。これまでも、狛江市農業の中心を担う農家や新たに就農

しようとする若者等を重点的に支援してきましたが、高齢化・人口減少が本

格化する中において、新たに就農しようとする若者等に限らず、「農業を担

う者」として、農業経営者、農業従事者、新規就農者や委託において農作業

を行う者等を、農産物の生産活動等に関わるものとして幅広く捉え、支援し

ていくことが重要であることから、東京都農業経営・就農支援センターをは

じめ、農業委員会やマインズ農業協同組合等の関係機関と連携し、市が全体

的な管理・推進を行いながら就農等希望者に対する情報提供や相談への対応

等を進めるとともに、技術的指導についても、東京都中央農業改良普及セン

ター、マインズ農業協同組合等と連携して、重点的に指導を行いつつ、市内

で取り組まれている農業生産工程管理手法（ＧＡＰ）の取組等、様々な手法

を取り入れながら、効率的かつ安定的な農業経営ができるよう支援すること

で農業を担う者を確保するとともに、育成していくこととしています。また、

マインズ農業協同組合等と連携し、就農等希望者が必要とする情報や農業者

の経営に関する情報を収集・整理し、東京都及び東京都農業経営・就農支援

センターへ情報提供するとともに、必要なサポートを行っていくこととして

います。

なお、本件は、農業経営基盤強化促進法第６条第４項による意見を狛江市

農業委員会及びマインズ農業協同組合より受理し、農業経営基盤強化促進法

第６条第５項に基づく同意を９月７日付けにて東京都知事より得たもので

す。

市 長 特に意見等なければ、案のとおり決定します。報告事項はありませんので、

その他ありますか。

部 長 令和５年度自衛消防訓練審査会の結果についてです。９月 13日に開催さ

れ、狛江市からは、二人操法の一般事業所部門及び三人操法へ各１チームが

参加し、二人操法で敢闘賞、三人操法で三位入賞の結果となりました。参加

職員は、猛暑の中、狛江消防署にて５回の練習を行い、その成果を存分に発
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揮してくれました。参加隊員の所属各課においては、業務多忙の中、職員の

練習参加に協力いただきありがとうございました。

市 長 他にありますか。

部 長 令和６年度保育園等及び学童クラブの入園（入会）申込受付期間及び日

曜・夜間窓口の実施についてです。令和６年度保育園等及び学童クラブの入

園（入会）申込みについて、保育園等は基本的には郵送による申請を勧奨し

ますが、窓口での申請も受け付けます。また、学童クラブに関しては、LoGo

フォームを活用した電子申請を原則としますが、郵送・窓口での申請も受け

付けます。受付期間は 11月６日から 24日までです。また、受付期間中、日

曜窓口と夜間窓口をそれぞれ開設します。日曜窓口は 11 月 19 日の午前９時

から午後１時まで、夜間窓口は、11 月 22 日の午後５時から午後８時までで

す。本内容については、広報こまえ 10 月１日に掲載し、10 月 16 日までに

各種しおりを作成予定です。

市 長 本件について、質問等ありますか。

副市長 学童クラブの電子申請率はどのくらいですか。

部 長 令和５年度分は 76.8％です。

市 長 他にありますか。

部 長 駒井公園の整備計画を考える第２回ワークショップについてです。６月

13 日庁議で報告した駒井公園の整備計画を考えるワークショップについて、

10 月 22 日に第２回目ワークショップを開催することになりました。７月９

日に開催した第１回ワークショップ及び８月 15 日から９月 15 日まで実施

したアンケートの意見を踏まえ、第２回目のワークショップは、「公園のイ

メージを具体化する」内容となっています。

なお、11 月には社会実験の実施と、12 月には第３回ワークショップを予

定しています。開催の周知については、広報こまえ９月 15 号及び市ホーム

ページへは既に掲載しており、今後、駒井公園周辺への開催案内チラシの配

布と、近隣の保育園、幼稚園、狛江第六小学校、狛江第三小学校、狛江第二

中学校、防災会及び町会への連絡を予定しています。市民の皆様と意見交換

をしながら、市民に親しまれる公園となるよう、引き続き、検討を進めてい

きます。

市 長 ワークショップの開催場所は、内容を鑑み、周辺住民の方が参加しやすい

よう公園の近隣施設等で行うよう配慮してください。

部 長 第３回ワークショップの際に検討していきます。

市 長 他にありますか。

部 長 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う水道料金・下水道使用料の支払猶予

の新規受付期間終了についてです。新型コロナウイルス感染症の感染拡大を
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踏まえ、下水道使用料の支払いが困難な方に対する支払の猶予を令和２年３

月 24日から受付を開始し、令和５年９月 30 日までとして実施しているとこ

ろですが、同じく９月末で終了予定の水道料金について東京都より期間の延

長をせず終了する方向である旨の情報提供があったことから、下水道使用料

についても同様に終了することとします。

市 長 他にありますか。

部 長 第３回狛江市新図書館に関する近隣説明会の実施結果についてです。第３

回近隣説明会は、９月 16 日午前 10 時から駄倉地区センターで実施し、６人

の参加がありました。第３回は、要望をいただいた隣接分譲マンションの方

のみを対象に実施しています。説明会では、７月 29 日に実施した第２回近

隣説明会での質問や要望についてまとめた資料や、前回の議事録を配布し、

説明の上、質疑応答を行いました。これまでの説明会での意見を踏まえ、原

案の勾配屋根を一部フラットに見直した変更案や全体スケジュールを説明

し、参加者の方からは概ね合意をいただきました。今後は実施設計を進めて

いきます。

市 長 他になければ、以上で本日の庁議を終了します。次回の庁議は、10月３日

午前９時 00分から開催します。


